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　来料加工とは、香港企業等の外国企業が中
国企業の工場に対し、原材料、製造設備等を
提供し、香港企業等の要求する製品を製造
し、加工した製品を香港企業等が引き取る加
工方式のこと。中国企業には加工賃のみを支
払う取引である。
　香港企業等の外国企業については、実質上
の経営、生産管理、財務等を行うことが可能
であり、中国の工場に運び入れる材料や機械
装置等に関しては、税関登録をすることによ
り無税となるなどのメリットがある。
　しかし、日本の企業が香港等に設立した子
会社について、課税当局が特定外国子会社に
該当するとして、タックス・ヘイブン税制に
基づく追徴課税を行うケースがあり、今回の
裁判もこれに該当するものである。
　タックス・ヘイブン税制とは、わが国の企

業が税負担の低い国の海外子会社等を通じて
行うことによる租税回避行為に対応するた
め、一定の税負担の水準（20％）以下の海
外子会社等の所得を、日本の親会社の所得と
みなして合算する制度である。
　ただし、海外子会社等が一定の条件（適用
除外基準）をすべて満たす場合には、タック
ス・ヘイブン税制の対象とはならない（表1
参照）。
　来料加工に関して、納税者と課税当局との
間で争いがあるのは、香港等の海外子会社の
事業が「卸売業」、あるいは｢製造業｣に該当
するかという点である。「製造業」に該当す
ることになれば、所在地国基準を満たす必要
があるため、来料加工では実質的に同基準を
クリアすることは難しく、タックス・ヘイブ
ン税制の対象になるからだ。

　「来料加工」を巡る「主たる事業」の判定は、納税者と課税当局との間における見解の相違
により、たびたび争われている論点である。日本の親会社に対して、タックス・ヘイブン税
制（外国子会社合算税制）に基づく追徴課税が行われるケースもあり、裁決だけでなく訴訟
に発展していることも多い。
　この「来料加工」に関する注目すべき判決が今年の8月30日、東京高等裁判所で言い渡さ
れた。東京高裁の第21民事部の前田順司裁判長は、香港の子会社が特定外国子会社等に該当
するかどうかが争われた事案に対し、同子会社の主たる事業は「製造業」であり、所在地国
基準を満たさないため、タックス・ヘイブン税制の適用除外事由はないとの判断を示してい
る（平成21年（行コ）第236号）。なお、本件は上告受理申立中である。
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　今回の東京高裁における事案も、光学レン
ズ・光学機器の製造販売等を行う会社（控訴
人）の香港子会社の事業が「製造業」あるい
は「卸売業」かどうかで争われたものである。
東京地裁、香港子会社は「製造業」と判断
　原審の東京地裁では、①香港子会社は会社
（本件控訴人）が販売する製品を製造してい
る中国法人の工場との一体的な運営による製
品の製造販売を目的として設立されたこと、
②工場の生産設備、人員の配置、原材料の調
達および事業計画の策定等のすべての面にお
いて主体的に関与していることなどからすれ
ば、香港子会社は自ら販売製品の製造を行っ
ていると判断。主たる事業は「製造業」であ
るから、タックス・ヘイブン税制の適用は適

法であるなどとしている（平成21年5月28
日判決、平成18年（行ウ）第322号）。
個別具体的に行うべき
　東京高裁では、タックス・ヘイブン税制の
適用除外となるかどうかを判断するための特
定外国子会社等の「主たる事業」の判定（製
造業または卸売業）については、事業の目
的、内容、態様等の諸般の事情に加え、関係
当事者間で作成されている契約書の記載内容
等も加味したうえ、社会通念に照らして総合
的に考慮して個別具体的に行われるべきであ
り、関係当事者間で作成されている契約書の
記載内容のみから一般的・抽象的に行われる
べきではないとした（表2参照）。そのうえ
で東京地裁の判断は相当であるとしている。

国税不服審判所の裁決では、主たる事業が「製造業」とされたが、所在地国基準を
満たすことにより、タックス・ヘイブン税制の適用除外要件のすべてに該当した

として、請求人である納税者の主張が認められたものもある（東裁（法）平19第115号）。
　審判所によると、本店所在地国の判定は、主として製造行為を行っているかについ
て、製造費用の総額の過半を占めているかどうかで判定すると指摘。本件では、本店所
在地国での事業が過半を占めたと判断した。

コラム　製造業でも所在地国基準を満たしたケースが

＜基準雇用者数＞

提出、認定等の手続

※A社の株主である親会社に対するＢ社株の割当てを省略

【図7】 営業権に関する議論は不毛？

【図表1】公認会計士試験制度の概要
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【図2】特定医療法人化と本件相続の関係
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【図2】債務者会社の経理処理
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【図3】本件自己株式の譲渡の概要（平成16年5月期）
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2012年にIFRSを強制適用するか否かを判断

1．試験体系を3段階5回から1段階2回（短答式試験、論文式試験）に簡素化
2．試験の一部免除の拡大等
　  ・短答式試験合格者に対する再受験免除制度（2年間）の導入
　  ・論文式試験における科目別再受験免除制度（2年間）の導入
　  ・企業などにおける実務経験者に対する財務会計論の免除
　  ・専門職大学院修了者などに対する短答式試験3科目（財務会計論、管理会計論、監査論）の免除
3．実務経験の位置付け変更（公認会計士の登録要件に変更）
4．会計士補の資格の廃止等
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※　内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任されている（金商法194条の7）。

※注　平成22年試験から、短答式試験が年2回（12月と5月）に増える。

※　内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任されている（金商法194条の7）
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【図】適用実態調査の実施のイメージ

【図表1】復興特別区域制度のスキーム
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（１）事業基準（主たる事業が株式の保有等、一定の事業でないこと） 
（２）実体基準 (本店所在地国に主たる事業に必要な事務所等を有すること) 
（３）管理支配基準（本店所在地国において事業の管理、支配および運営を自ら行っていること） 
（４）次のいずれかの基準
　　①　所在地国基準（主として本店所在地国で主たる事業を行っていること） 
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　　②　非関連者基準（非関連者との取引割合が50％超であること） 
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〈雇用者〉

46人

甲　社

民間から
の提案

〈雇用者〉

40人

甲　社

〈新規雇用者〉
7人

震災財特法上の特定被災区域
等の地方公共団体が復興特別
区域としての計画を作成
・規制、手続、税制等の特例
関連
・土地利用再編特例関連
・交付金関連

①規制・手続等の特例
②税制等の支援措置
③東日本大震災復興交付金

当期末
46人

前期末
40人－　　　　  　  ＝ 6人

　　　 　　  　 　≧5人

＜基準雇用者割合＞
かつ

（出典：国税庁）

基準雇用者数（６人）
前期末の雇用者数（40人）

＝ 15％
    ≧10％

○　連結の会計基準は、EUの同等性評価を踏まえ、東京合意に沿い、コンバージェンスを着実に実施。
○　連結と単体の関係については、中間報告のとおり、連結先行のアプローチ（ダイナミック・アプローチ）。
　　具体的には、単体の会計基準は、個々の基準毎に、連と単を一致することに伴う諸々のコスト・ベ
ネフィット、連と単を分離することに伴う諸々のコスト・ベネフィットを考慮した上で、最終的にASBJが判
断（個々の基準で、会計処理の選択適用を許容することもあり得る）。連結と単体のズレの期間、幅は、
経営や内外の会計を巡る諸状況（税、会社法を含む）により大きく異なる。

　　この連と単の関係についてのアプローチは、今後その是非を判断予定であるIFRSの強制適用が
仮に行われた場合についても、基本的にあてはまるもの。
　　今後も引き続き、IASBの国際会計基準の設定に対し、我が国としての経営実務や慣行・それを
踏まえた会計の考え方等の意見発信が重要である。
○　ASBJの基準策定プロセスについて、単体のコンバージェンスの程度をより広い見地から判断するた
め、より幅広く、産業界等のステークホルダーの声を反映すべき、との意見が聞かれた。
　　これに対し、ASBJからは、基準開発を行う上で、作成者・利用者・監査人等の関係者の意見を、
十分お聞きすることが最も重要であり、参考となる意見を積極的に伺っていきたい。同時に、ASBJは
基準設定主体として厳格な独立性が求められており、最終的な判断は委員会で的確に行っていきた
い、との発言。
　　公益財団法人財務会計基準機構（FASF）理事長より、「ASBJが、引き続き、連と単双方の日
本の会計基準（J-GAAP）の策定主体であるべき。今後、会計基準設定主体の独立性を確保しつつ、
基準策定機能の強化及びそのための産業界を含む各ステークホルダーによるバックアップ強化のため
の方策を検討し、審議会にご報告したい」旨の申し出。
○　金商法及び会社法上、単体へのIFRS適用については、経済界からの要望があり、今後、特に
会社法における制度整備等の検討が必要。企業会計審議会としても今後、IFRSの連結への強制適
用の是非を判断する際に、次のステップの選択肢として単体への任意適用を認める、という方向性を
示すことができれば、と考えている。

○　金商法における単体情報については、その投資情報としての有用性の観点に加え、会社法で単体
の計算書類が作成され株主に届けられ、その情報は、投資家にも開示すべき、との観点から、引き
続き開示すべき。単体の見直し（簡素化等）は行う。
○　連と単の関係は非常に難しい問題であり、関係者一丸となった対応が必要。

会長発言（骨子：未定稿）会長発言（骨子：未定稿）

※今後議事録の精査により、修正があり得る。

3つの要件を満たした場合

【図】加入対象者の範囲の拡大

【参考】「事業再生に係るDES（Debt Equity Swap：債務の株式化）研究会報告書」より抜粋

特別目的会社は、「資産の流動化に関する法律」（資産流動化法）上の特定目的会社および事業内
容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体であること❶
特別目的会社は、譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者に享受させる
ことを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されていること❸

子会社に該当しないものと推定子会社に該当しないものと推定

3．具体的な事例へのあてはめ
（2）回収可能部分を含むDES
　合理的に回収不可能とされた部分に加え、回収可能とされた部分もDESを行う場合、現物出資
債権の評価は回収可能額となる。このため、債権の券面額と回収可能額の差額が債務者側で債務消
滅益（債権者側では譲渡損）として認識されることとなる。下図では、回収不可能債権100に加
え、回収可能債権100についてもDESする場合に、現物出資債権の評価額は100となる。

※　通過率は、その段階の試験の合格者数を前段階試験の合格者数（一段階の試験の場合は受験者数）で単純に除したもの。
　　前年以前の前段階試験の合格者等がいるため、前段階試験の合格者数が次段階試験の受験者数とはならない。

（出典：金融庁）

債務者

資産＋損益見込み等
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留保債務
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債権放棄
300欠損金
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200

資本100

債権者

支援損
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債権
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債権評価額

債務免除益300
債務消滅益100

借入金 300 債務免除益 300
借入金 200 資本 100
  債務消滅益 100

支援損 300 債権 300
株式 100 債権 200 
債権譲渡損 100

譲渡損
200

回収可能額
100を含む

債務者（支援後）

資産＋損益見込み等
600

留保債務
500

欠損金100 資本200

現物出資債権の評価額
回収可能額が100のため、評価額は
100となる。

❶上場企業 約3,900社

❸会社法大会社 約10,000社から
①、②に含まれるものの数
を除く

有価証券報告書提出会社
（①、②）以外の

（資本金５億円以上、又は
  負債総額200億円以上）

❹①、②、③以外の
株式会社

約250万社から
①、②、③に含まれるものの
数を除く

❷金商法開示企業 約1,000社
（①以外）

適 用 除 外 基 準適 用 除 外 基 準

【図表2】復興特区における税制上の支援措置

❶  被災地の雇用創出促進などの税制上の特例措置（～28年3月末）

❷  地方公共団体の地方税に係る課税免除または不均一課税による減収に対する補填措置（～28年3月末）

❸  被災者向け優良賃貸住宅の特別償却等（～26年3月末）

❹  出資に係る所得控除（～28年3月末指定）

・新規立地促進税制
・復興産業集積区域における法人税の特別控除
・事業用設備等の特別償却等
・研究開発税制の特例等

　復興産業集積区域（仮称）内における①の地域の雇用創出に寄与する事業に係る事業税、不
動産取得税または固定資産税の課税免除または不均一課税を行った場合の地方公共団体の減収
に対し、特例的に地方交付税により補填（事業税・固定資産税は投資から5年）

　住宅に大きな被害が生じた地域の復興居住区域（仮称）内における被災者向け優良賃貸住宅
供給事業者に対し、特別償却（25％）または税額控除（8％）

　まちづくり会社や特産品開発等地域の復興に貢献する事業を行う者として指定された中小企
業者に対する個人の出資に係る所得控除（指定後5年間）

・新規立地促進税制
・復興産業集積区域における法人税の特別控除
・事業用設備等の特別償却等
・研究開発税制の特例等

平成23年10月7日
東日本大震災復興対策本部事務局

1　趣旨
　　地域の創意工夫を活かした復興を推進するため、規制・手続等の特例措置、税・財政・金融上の
支援措置をワンストップで講じる復興特区制度を創設する。
2　制度の概要
①　震災財特法上の特定被災区域等の地方公共団体が、復興特別区域としての計画を作成
②　提出、認定等の手続を経て、以下の特例を措置
・規制・手続等の特例（公営住宅の入居基準緩和、農林水産物加工販売施設等の整備の開発許可
特例等）
・土地利用再編の特例（事業に必要な複数の許可手続、都市計画や農用地利用計画等の決定・変
更手続をワンストップで処理）
・税制上の特例（投資・雇用・研究開発を促進する税制、地方税減免の減収補填等）
・財政・金融上の特例（復興特区支援利子補給金（仮称）等）

③　地方公共団体からの新たな支援措置の提案など復興の円滑な推進を図るための場として、国と
地方の協議会を設置

④　被災地の復興地域づくりに必要な事業を地域が主体となって実施できるよう、ハード事業の幅
広い一括化、自由度の高い資金の交付、地方負担の軽減等を内容とする東日本大震災復興交付金
（仮称）を創設

3　施行期日等
　　次の臨時国会に提出。関係政省令の制定、基本方針を策定の上、可能な限り早期に施行

※　今後、各方面との調整等により、変更があり得る。

復興特別区域法案（仮称）の基本的な考え方復興特別区域法案（仮称）の基本的な考え方

「主たる事業」の判定は契約書の記載内容のみで判断すべきではない
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